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長崎県公共事業評価監視委員会

共 奉常
Bェ委員長  中村 聖三



平成 30年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

諮間があつた再評価対象の「一般県道 奥ノ平時津線 (時津工区)

道路改築事業」他 司事業については、いずれも対応方針 (原案 )

どおり認める。

【参考】

審議経過

・第 3回委員会 (平成 30年 10月 31日 開催 )

再評価対象事業の説明及び審議
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<別記 4>

平成30年度 再評価対象事業数一覧

担当部 担当課 対象事業数 県事業 市町村事業 備 考

漁港漁場課 0 0 0

農村整備課 0 0 0

森林整備室 0 0 0

水環境対策課 0 0 0

0 0都市政策課

道路建設課 1 1 0

1 0

港湾課 0 0 0

河川課 0 0 0

砂防課 0 0 0

住宅課 0 0 0

計 2 1 1
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平成30年度再評価対象事業位置図
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別記6(再評価 )

〈月1;記  6〉

」 て い

長崎県公共事業評価監視委員会運営要領<別記 1>よ り

※3用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段 ()書きは「契約 (面積)ベース」である。

平成30年 再評価対象事業一覧

」のの

の

2１

２

平

事業計画 再評価の視点

工 期 事業費 事業進捗の状況及び見込み 費用対効果分析
睛引 年 度

着エ 完了 (億円)
H町年度遍

進捗率
用 期 H」υ写 康 B/C

整理
番号 事業名 施設名

事業
主体

事業概要
社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

当初
※ 1

現行

コス ト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

回
議
度

前
審
年

応
針
案

対
方
原

段

段

上

下

1※初

更

当
変

再評価の
理由※ 2

(億 円) (%)
(%)

※ 3 (億円) (億円)

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況 分析基礎の

要因の変化

H26 H32 89.0

道建―

2
道路改築事業

一般県道奥ノ平時
津線 (時津工区)

県

西彼杵
郡時津

町

延長 い3,400m

幅員 L-70(105)m

H26 H34 133.0

事業採択後
5年経過

②
407

(89)

85

・近隣の時津第刊0工区で埋
立造成・販売等を進めてお
り、隣接する国道206号の
交通量が増加している状
況。

・「時津町」「島原
半島幹線道路網
建設促進期成会」
「長崎県商工会議
所連合会」から整
備促進の要望を受
けている。

140 124

【プラス要因】
・交通量の増加
(時津町の埋立開
発に伴う)

・小型貨物車の原
単位の変更(平成
30年 2月 の費用便
益分析マニュアル
改定に伴う)

【マイナス要因】
・事業費の増(土

質の相違に伴う
工事内容の変更)

・工期の延長(各

種対策工事の追
加に伴う事業量
の増加等)

・建設発生上の他
工区流用等、今
後も可能な限リコ
スト縮減を図る。

・トンネルエ事に
着手しており、代
替案の可能性は
無い。

継続306 5.8 86.5

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-2「 高規格幹線道路・地域
高規格道路の整備による高速
ネットワークの構築」に位置付け
られている。

・西彼杵道路の整備状況
指方バイパス(H17～ H23完成)

西海パールラインI期
(H3～ H10完 成)

西海パールラインⅡ期
(H9～ H17完成)

小迎バイパス(H13～ H24完成)

H15 H31 46.0

道維―

8
街路事業 西高田線 町 H29 見直し

継続

西彼杵
郡

長与町

延長 卜1,330m

幅員 い14m

H15 H38 43.0

再評価後変更
⑩

27.0 62.8
(80)

73
1.8 14.2

・長与町都市計画マスタープラン
「第3章 分野別方針 3‐ 2者出市施
設交通施設の整備の方向性 地
区幹線道路」に位置付けられてい
る。

・長与町道路網マスタープラン「第
8章 道路網整備計画」に位置付
けられている。

・本事業と関連する組合施行の

榎の鼻土地区画整理事業(H24
～H30)の 完成。

・本路線に接続する路線につい
て当面整備の見通しが立たな
いことから、」R長崎旧線との交
差位置並びに交差方式の変更
が必要となつている。

・未着手区間 (現道拡幅区問)

の横断面構成について沿道利
用状況や実態調査結果等の動
向を含めた再検討を行い、改
めて現時点で求められる機能
に応じた横断構成に見直すこと
で、地元の合意形成や事業の
実施環境 (事業費確保等)など
の円滑化を図り、早期完成を目
指す必要がある。

事業の進捗に伴
い 、

地元自治会より未
整備区問(現道拡
幅区問)の交通環
境改善に向けた早
期完成が望まれて
いる。

1.93 1.52

【プラス要因】
・事業費の減
【マイナス要因】
・工期延長

・発生残土の他エ
事流用など、可能
な限リコスト縮減
を図る。
・代替案の可能性
はない。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

国土交通省関係事業
区分

実施時期 実施時期
事 業 撰 択

未着エ

事業採択後10(5)年経過 (交 付金事業 )

エ

5 に み

5
の

6～ 9

5年経過
(5年経過時点で再評価が必要と判断)

事業採択後10年 経過
長期継続

5
準備・ 計画

再評価後 5年経過
は 行再評価後

社 会 経 済 情 勢 の 急
その他
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